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第85回理事会議事録 

 

2026年2月18日、青柳光昌専務理事が理事の全員に対して下記理事会の決議の目的である事

項について提案し、当該提案につき2026年2月20日までに議決に加わることのできる理事の全

員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたので、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律第197条において準用する同法第96条及び定款第35条2項により当該提案を可決する

旨の理事会の決議があったものとみなされた。なお当該提案について監事から異議は述べられな

かった。 

記 

１．理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者  専務理事 青柳光昌 

１．理事会の決議があったものとみなされた日       2026年2月20日 

１．議事録の作成に係る職務を行った理事         常務理事 髙石良伸 

１．当法人の理事数7名 監事数2名 

・理事同意書7通、監事同意書2通、別添の通り 

１．理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 
第１号議案 
公益認定の申請の件 
 
本法人の公益認定の申請につきお諮りするものであります。 
なお2025年5月26日開催 第77回理事会において、第2号審議事項「公益認定の申請方針
について」を決議いただいておりますことを申し添えます。 
 

添付資料 
1． 公益申請書類一式 

 上記を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。 

 

2026年2月20日 
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常務理事  髙石良伸 


